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【手続補正書】
【提出日】平成25年11月15日(2013.11.15)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５３】
　しかしながら、準円錐体３４がない場合においても、下流側に設置された粉砕ステージ
にて粉砕されたバイオマス１００の粒子に回転体３１によって与えられる、実質サイクロ
ン式の流れが、（流体搬送手段１１０によって）流出口３２を通って排出される粒子と、
その他方として、対照ケース３０内に残留し、第２の流体搬送手段１２０によって第２の
開口３６を通って排出されるべき粒子とを選定するものとして機能することが、理解され
るべきである。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６２】
　このチャンバ１５においても、分岐溝１９が設けられたディスク１７の回転によって乱
流が発生し、これにより、該チャンバ１５内に運ばれて流体的に保持されたバイオマス１
００の粒子の相互衝突を生じさせる。この相互衝突によって、これら粒子がさらに粉砕さ
れる。
【手続補正３】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　粒子状のバイオマス（１００）のためのマイクロメトリック分離機（１）であって、
　前記粒子が、搬送用流動床において分散された状態で導入される、少なくとも１つの第
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１の粉砕ステージ（２）と、
　前記流動床において粒子を運ぶための第１の手段（１１０）と、を備え、
　前記少なくとも１つの第１の粉砕ステージ（２）は、粒子を相互に衝突させるための第
１の粉砕チャンバ（５）を有し、
　前記第１の粉砕チャンバ（５）は、
　　前記流動床において少なくとも１つの乱流を発生させるための第１の部材（９）を含
む、少なくとも１つの第１の回転ディスク（７）と、
　　前記少なくとも１つの第１の回転ディスク（７）と対向する少なくとも１つの第１の
対照体（８）と、
　　前記流動床のための１以上の流出開口（２２）と、を有し、
　前記第１の対照体（８）は、前記少なくとも１つの第１の回転ディスク（７）と実質交
わる軸を有する流入領域を含む、少なくとも１つの流入口（６）を有することを特徴とす
る、マイクロメトリック分離機（１）。
【請求項２】
　前記少なくとも１つの乱流を発生させるための第１の部材は、前記少なくとも１つの第
１の回転ディスク（７）から前記第１のチャンバ内に突出する複数の突出体（９）を含む
ことを特徴とする、請求項１に記載のマイクロメトリック分離機。
【請求項３】
　前記突出体は、前記少なくとも１つの第１の回転ディスク（７）上に配置され、前記第
１の対照体（８）の対向する壁面に実質接触するまで延在する、実質円筒状の円筒体（９
）を含むことを特徴とする、請求項２に記載のマイクロメトリック分離機。
【請求項４】
　前記実質円筒状の円筒体（９）の間において放射状の開口（２１）が設けられることを
特徴とする、請求項３に記載のマイクロメトリック分離機。
【請求項５】
　前記第１のステージ（２）の下流側に設置され、該第１のステージ（２）と流体的に連
結された、少なくとも１つの第２の粉砕ステージ（３）を備えることを特徴とする、請求
項１～４のいずれか１項に記載のマイクロメトリック分離機であって、
　前記少なくとも１つの第２の粉砕ステージ（３）は、粒子を相互に衝突させるための少
なくとも１つの第２の粉砕チャンバ（１５）を有し、
　前記第２の粉砕チャンバ（１５）は、
　　前記流動床において少なくとも１つの乱流を発生させるための第２の部材（１９）を
含む、少なくとも１つの第２の回転ディスク（１７）と、
　　前記少なくとも１つの第２の回転ディスク（１７）と対向する、少なくとも１つの第
２の対照体（１８）と、
　　前記流動床のための１以上の流出開口（２３）と、を有し、
　前記第２の対照体（１８）は、前記少なくとも１つの第２の回転ディスク（１７）と実
質交わる軸を有する流入領域を含む、少なくとも１つの第２の流入口（１６）を有するこ
とを特徴とする、マイクロメトリック分離機。
【請求項６】
　前記少なくとも１つの乱流を発生させるための第２の部材は、前記第２のチャンバ内に
おいて前記少なくとも１つの第２の回転ディスク（１７）の表面に設けられた複数のダク
ト（１９）を含むことを特徴とする、請求項５に記載のマイクロメトリック分離機。
【請求項７】
　前記複数のダクト（１９）は、相互に異なる領域を有する分岐ダクトを含むことを特徴
とする、請求項６に記載のマイクロメトリック分離機。
【請求項８】
　前記ダクト（１９）の少なくとも一部の深さは、前記少なくとも１つの第２の回転ディ
スク（１７）と、該第２の回転ディスク（１７）の前に位置する、前記少なくとも１つの
第２の対照体（１８）の面との間の距離よりも大きいことを特徴とする、請求項６または
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７に記載のマイクロメトリック分離機。
【請求項９】
　粉砕用の前記第１のステージ（２）および前記第２のステージ（３）の少なくとも一方
は、内部環境を冷却するための手段（１４）を有する容器（１０）内に収容されることを
特徴とする、請求項１または５に記載のマイクロメトリック分離機。
【請求項１０】
　前記冷却手段は、外気を流入させるための１以上の気体流入口（１４）を含むことを特
徴とする、請求項９に記載のマイクロメトリック分離機。
【請求項１１】
　前記第１の回転ディスク（７）および前記第２の回転ディスク（１７）の少なくとも一
方の位置を、対応する前記第１の粉砕チャンバ（５）または前記第２の粉砕チャンバ（１
５）内においてそれぞれ調整するための手段を備えることを特徴とする、請求項１または
５に記載のマイクロメトリック分離機。
【請求項１２】
　前記少なくとも１つの第１の回転ディスク（７）および前記少なくとも１つの第２の回
転ディスク（１７）の少なくとも一方は、関連する自らの幾何学的中心を通過する実質垂
直の回転軸を有しつつ、実質水平に配置されることを特徴とする、請求項１～１１のいず
れか１項に記載のマイクロメトリック分離機。
【請求項１３】
　対応する対照ケース（３０）内において前記流動床に回転流および渦流の少なくとも一
方を発生させるための手段を含む、少なくとも１つの回転体（３１）を有し、前記第１の
ステージ（２）および前記第２のステージ（３）の少なくとも一方の下流側に配置される
、さらなるステージ（４）を備え、
　前記少なくとも１つの回転体（３１）は、前記バイオマス（１００）の選定された粒子
のための第１の流出口（３２）を含み、
　前記流動床において粒子を運ぶための第１の手段（１１０）は、前記粒子を、前記第１
のステージ（２）または前記第２のステージ（３）から、前記さらなるステージ（４）へ
運ぶとともに、前記第１の流出口（３２）から流出した前記選定された粒子を運ぶことを
特徴とする、請求項１または５に記載のマイクロメトリック分離機。
【請求項１４】
　前記回転流および渦流の少なくとも一方を発生させるための手段は、前記回転体から突
出する複数のフィンを含むことを特徴とする、請求項１３に記載のマイクロメトリック分
離機。
【請求項１５】
　少なくとも１つの前記ケース（３０）は、前記バイオマス（１００）の選定されなかっ
た粒子のための少なくとも１つの第２の流出口（３６）を有することを特徴とする、請求
項１３または１４に記載のマイクロメトリック分離機。
【請求項１６】
　流動床において粒子を運ぶための第２の手段（１２０）を備え、
　前記流動床において粒子を運ぶための第２の手段（１２０）は、前記選定されなかった
粒子のための少なくとも１つの第２の流出口（３６）と、前記第１のステージ（２）の前
記第１の流入口（６）とを連結することを特徴とする、請求項１５に記載のマイクロメト
リック分離機。
【請求項１７】
　前記少なくとも１つの回転体（３１）に設けられた、前記選定された粒子のための第１
の流出口（３２）の流出領域の寸法を選択するための手段（３４、３５）を備えることを
特徴とする、請求項１３～１６のいずれか１項に記載のマイクロメトリック分離機。
【請求項１８】
　前記選定された粒子のための第１の流出口（３２）の流出領域の寸法を選択するための
手段（３４、３５）は、前記バイオマス（１００）の前記第１の流出口（３２）を部分的
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に遮断するための少なくとも１つの要素（３５）を有することを特徴とする、請求項１７
に記載のマイクロメトリック分離機。
【請求項１９】
　前記部分的に遮断するための少なくとも１つの要素（３５）は、前記少なくとも１つの
回転体（３１）に設けられた粒子のための前記第１の流出口（３２）に対して位置調整可
能な方法で、前記対照ケース（３０）の内部に固定されることを特徴とする、請求項１８
に記載のマイクロメトリック分離機。
【請求項２０】
　前記少なくとも１つの回転体（３１）は、実質垂直である回転軸を有することを特徴と
する、請求項１３～１９のいずれか１項に記載のマイクロメトリック分離機。
【請求項２１】
　前記流動床において粒子を運ぶための第１の手段（１１０）および第２の手段（１２０
）の少なくとも一方における流体の流れの、流量、圧力、および流速の少なくとも１つを
調整するための手段を備えることを特徴とする、請求項１～２０のいずれか１項に記載の
マイクロメトリック分離機。
【請求項２２】
　前記少なくとも１つの第１の回転ディスク（７）、少なくとも１つの第２の回転ディス
ク（１７）、および少なくとも１つの回転体（３１）のうちの少なくとも１つの回転速度
を調整するための手段を備える、請求項１～２１のいずれか１項に記載のマイクロメトリ
ック分離機。
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